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はじめに

  阪神・淡路大震災が多くの犠牲と共に生み出したものの中に、災害時におけるボランティア

活動があります。 

それは、大変な現場を見過ごすことができない人々の自発的な行動でした。発災直後の救援

活動をはじめ、その後の生活支援、そして災害から立ち上がるための自立支援まで、活動の内

容もその必要性とともに広がってきました。「個人が自発的、一時的に行う活動」から、「同じ

思いを持つものが集まり支えあって、組織として計画的・継続的に行う活動」へと変化してき

ています。 

  このような活動の母体として、国内においては、行政主導型、社会福祉協議会主導型、市民

活動団体主導型など、様々な形態で災害ボランティア団体が誕生しています。また、それらの

活動形態は日本のみならず、世界規模の災害においても重要な役割を担っています。 

  こうした流れを受けて、本市では、行政、社会福祉協議会、市民活動団体等が連携・協働し

て、平成 15 年に「富山市災害ボランティアネットワーク会議」（以下市災害ボラネット会議）

を立ち上げました。 

実際の災害時には、活動に混乱が生じることが想定されるので、平成 23 年 3 月に市災害ボ

ラネット会議では、「富山市災害ボランティア活動指針」に基づき、活動の手引きとして「富

山市災害ボランティア本部活動マニュアル」を作成しました。 

このマニュアルの作成にあたっては、災害に遭った地域の事例を参考に様々な状況を想定し

ながら、本部の設置、運営、ボランティアのコーディネート等の一連の活動について、実態に

即したものとなるよう検討を重ねてきました。さらに今回は、東日本大震災（平成 23 年 3 月）

や防災訓練を通して得られた教訓を踏まえて改訂しました。 

本市において災害が発生した時には、このマニュアルに基づき災害ボランティア本部を立ち

上げ、運営することになります。 

しかしながら、このマニュアルは基本的な考えを示したものであり、災害の種類や規模、時

期によっては、柔軟な対応を求められることが考えられます。 

運用にあたって問題や疑義が生じた場合には、このマニュアルにとらわれることなく、ボラ

ンティア活動が円滑に行われるよう期待します。 

平成２７年６月 
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